
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
五
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
四
の
項
中
「
二
千
円
」
の
下
に
「
（
旅
券
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
は
、
四
千
円
）
」
を
加
え
、
同
表
百
六
及
び
百
七
の
項
及
び
百
八
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

百
六

削
除

か
ら

百
八

ま
で

別
表
第
一
の
三
百
四
の
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百

豚
熱
予
防
液

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六

一
頭
に
つ
き

豚
熱
予
防

四
の

管
理
手
数
料

年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
条
の

七
十
円

液
の
交
付

九

二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
家
畜
伝

の
と
き
。

染
病
防
疫
指
針
の
う
ち
豚
熱
に
関
す

る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
に
基

づ
き
知
事
が
登
録
す
る
飼
養
衛
生
管

理
者
が
接
種
を
行
う
豚
熱
予
防
液
の

管
理

別
表
第
一
の
三
百
五
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
表
三
百

七
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



三
百

建
築
物
の
延

建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
六
項
第

二
万
七
千
円

認
定
申
請

七
十

べ
面
積
の
特

三
号
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
部

の
と
き
。

二
の

例
認
定
申
請

分
の
容
積
率
に
関
す
る
特
例
の
認
定

二

手
数
料

の
申
請
に
対
す
る
審
査

別
表
第
一
の
三
百
七
十
六
の
項
中
「
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
第
一
種
低

層
住
居
専
用
地
域
等
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
三
百

七
十
七
の
項
中
「
建
築
物
の
高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
等
内
に

お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許
可
申
請
手
数
料
」
に
、
「
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五

十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
各
号
」
に
、
「
高
さ
の
許
可
の
」
を
「
高
さ
の
特
例
の
許
可
の
」
に
改

め
、
同
表
三
百
七
十
九
の
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百

高
度
地
区
内

建
築
基
準
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の

十
六
万
円

許
可
申
請

七
十

に
お
け
る
建

規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
高
さ
の
特

の
と
き
。

九
の

築
物
の
高
さ

例
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

五

の
特
例
許
可

申
請
手
数
料

別
表
第
一
の
三
百
九
十
三
の
項
中
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
建
築
認
定
申
請
手

数
料
」
を
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
等
の
建
築
等
認
定
申
請
手
数
料
」
に
、
「
建
築

の
」
を
「
新
築
又
は
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
の
増
築
等
の
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
三
の
二
の
項

中
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
区
域
内
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
許
可
申
請
手
数

料
」
を
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
区
域
内
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建
築
物
等
の
建
築
等
許
可

申
請
手
数
料
」
に
、
「
建
築
の
」
を
「
新
築
又
は
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
の
増
築
等
の
」
に
改
め
、

同
表
三
百
九
十
三
の
三
の
項
中
「
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
以
外
の
区
域
内
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建

築
物
の
建
築
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
以
外
の
区
域
内
に
広
い
空
地
を
有
す

る
建
築
物
等
の
建
築
等
許
可
申
請
手
数
料
」
に
、
「
建
築
の
」
を
「
新
築
又
は
一
敷
地
内
許
可
建
築

物
の
増
築
等
の
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
二
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
百

低
炭
素
建
築

都
市
の
低
炭
素

規
則
で
定
め
る
と

四
万
二
百
円

認
定
申
請

九
十

物
新
築
等
計

化
の
促
進
に
関

こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
建
築
基
準

の
と
き
。

九
の

画
認
定
申
請

す
る
法
律
第
五

し
た
床
面
積
（
以

法
第
六
条
の

二
の

手
数
料

十
三
条
第
一
項

下
こ
の
項
に
お
い

二
第
一
項
又

二

の
規
定
に
基
づ

て
「
床
面
積
」
と

は
第
七
条
の

く
低
炭
素
建
築

い
う
。
）
が
二
百

二
第
一
項
の

物
新
築
等
計
画

平
方
メ
ー
ト
ル
未

規
定
に
よ
る

の
認
定
の
申
請

満
の
も
の

指
定
を
受
け

に
対
す
る
審
査

た
指
定
確
認

（
三
百
九
十
九

検
査
機
関
、

の
三
の
項
に
係

建
築
物
の
エ

る
も
の
を
除
く
。

ネ
ル
ギ
ー
消

以
下
こ
の
項
に

費
性
能
の
向

お
い
て
同
じ
。

上
に
関
す
る

）
の
う
ち
、
単

法
律
第
十
五

位
住
戸
（
住
宅

条
第
一
項
に

部
分
（
建
築
物

規
定
す
る
登

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

録
建
築
物
エ

消
費
性
能
の
向

ネ
ル
ギ
ー
消

上
に
関
す
る
法

費
性
能
判
定

律
第
十
一
条
第

機
関
又
は
住

一
項
に
規
定
す

宅
の
品
質
確

る
住
宅
部
分
を

保
の
促
進
等

い
う
。
）
の
一

に
関
す
る
法

の
住
戸
を
い
う
。

律
第
五
条
第

）
の
数
が
一
で

一
項
に
規
定

あ
る
住
宅
（
以

す
る
登
録
住

下
こ
の
項
、
三

宅
性
能
評
価

百
九
十
九
の
四

機
関
の
う
ち

の
項
、
三
百
九

知
事
が
定
め



十
九
の
六
の
項
、

る
も
の
に
よ

三
百
九
十
九
の

り
、
都
市
の

八
の
項
及
び
三

低
炭
素
化
の

百
九
十
九
の
十

促
進
に
関
す

の
項
に
お
い
て

る
法
律
第
五

「
一
戸
建
て
の

十
四
条
第
一

住
宅
」
と
い
う
。

項
各
号
に
掲

）
で
あ
っ
て
建

げ
る
基
準
に

築
物
エ
ネ
ル
ギ

適
合
す
る
と

ー
消
費
性
能
基

認
め
ら
れ
た

準
等
を
定
め
る

計
画
（
以
下

省
令
（
平
成
二

こ
の
項
及
び

十
八
年
経
済
産

三
百
九
十
九

業
省
・
国
土
交

の
四
の
項
に

通
省
令
第
一
号
。

お
い
て
「
低

以
下
こ
の
項
、

炭
素
建
築
物

三
百
九
十
九
の

適
合
計
画
」

五
の
二
の
項
、

と
い
う
。
）

三
百
九
十
九
の

で
あ
る
場
合

五
の
三
の
項
及

に
あ
っ
て
は
、

び
三
百
九
十
九

六
千
七
百
円

の
十
の
項
に
お

）

い
て
「
基
準
省

令
」
と
い
う
。

床
面
積
が
二
百
平

四
万
四
千
三

認
定
申
請

）
第
十
条
第
一

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

項
第
二
号
イ

の
も
の

素
建
築
物
適

(1)

及
び
同
号
ロ

合
計
画
で
あ

(1)

の
基
準
（
以
下

る
場
合
に
あ

こ
の
項
、
三
百

っ
て
は
、
六

九
十
九
の
四
の

千
七
百
円
）



項
、
三
百
九
十

九
の
六
の
項
及

び
三
百
九
十
九

の
八
の
項
に
お

い
て
「
誘
導
性

能
基
準
」
と
い

う
。
）
を
用
い

た
も
の
に
係
る

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
戸
建
住
宅
標

準
審
査
」
と
い

う
。
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
二
百
平

二
万
三
千
二

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
六

物
新
築
等
計
画

千
七
百
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

床
面
積
が
二
百
平

二
万
四
千
五

認
定
申
請

の
う
ち
、
一
戸

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

建
て
の
住
宅
で

の
も
の

素
建
築
物
適

あ
っ
て
基
準
省

合
計
画
で
あ

令
第
十
条
第
一

る
場
合
に
あ

項
第
二
号
イ

っ
て
は
、
六

(2)

及
び
同
号
ロ

千
七
百
円
）

(2)

の
基
準
（
以
下



こ
の
項
、
三
百

九
十
九
の
四
の

項
、
三
百
九
十

九
の
六
の
項
及

び
三
百
九
十
九

の
八
の
項
に
お

い
て
「
誘
導
仕

様
基
準
」
と
い

う
。
）
を
用
い

た
も
の
に
係
る

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
戸
建
住
宅
仕

様
審
査
」
と
い

う
。
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

七
万
五
千
八

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
一
戸

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
三
千

認
定
申
請

建
て
の
住
宅
以

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

外
の
住
宅
（
以

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

下
こ
の
項
、
三

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

百
九
十
九
の
四

場
合
に
あ
っ



の
項
、
三
百
九

て
は
、
二
万

十
九
の
六
の
項
、

二
千
四
百
円

三
百
九
十
九
の

）

八
の
項
及
び
三

百
九
十
九
の
十

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
六
千

認
定
申
請

の
項
に
お
い
て

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

「
共
同
住
宅
」

五
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

と
い
う
。
）
で

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

あ
っ
て
誘
導
性

場
合
に
あ
っ

能
基
準
を
用
い

て
は
、
四
万

た
も
の
に
係
る

七
千
七
百
円

審
査
（
以
下
こ

）

の
項
に
お
い
て

「
共
同
住
宅
標

床
面
積
が
五
千
平

二
十
九
万
二

認
定
申
請

準
審
査
」
と
い

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

う
。
）

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
七
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

建
築
物
適
合

ー
ト
ル
未
満
の
も

計
画
で
あ
る

の

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
四
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
六
千
円

認
定
申
請



千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

四
千
円
（
低

の
と
き
。

の
も
の

炭
素
建
築
物

適
合
計
画
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

三
十
万
五
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

三
万
八
千
九

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
共
同

床
面
積
が
三
百
平

六
万
四
千
円

認
定
申
請

住
宅
で
あ
っ
て

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
低
炭
素
建

の
と
き
。

誘
導
仕
様
基
準

二
千
平
方
メ
ー
ト

築
物
適
合
計

を
用
い
た
も
の

ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

に
係
る
審
査
（

合
に
あ
っ
て



以
下
こ
の
項
に

は
、
二
万
二

お
い
て
「
共
同

千
四
百
円
）

住
宅
仕
様
審
査

」
と
い
う
。
）

床
面
積
が
二
千
平

十
一
万
千
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
低
炭
素
建

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

築
物
適
合
計

ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平

十
六
万
五
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

二
十
九
万
九

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

五
十
万
千
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

の
と
き
。



以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

八
十
二
万
八

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

の
も
の

素
建
築
物
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
八

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
建
築

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
七

認
定
申
請

物
の
エ
ネ
ル
ギ

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

ー
消
費
性
能
の

千
平
方
メ
ー
ト
ル

素
建
築
物
適

向
上
に
関
す
る

未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

法
律
第
十
一
条

る
場
合
に
あ

第
一
項
に
規
定

っ
て
は
、
一



す
る
非
住
宅
部

万
八
千
七
百

分
（
以
下
こ
の

円
）

項
、
三
百
九
十

九
の
四
の
項
、

床
面
積
が
千
平
方

三
十
八
万
千

認
定
申
請

三
百
九
十
九
の

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

五
の
二
の
項
、

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

三
百
九
十
九
の

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

五
の
三
の
項
、

場
合
に
あ
っ

三
百
九
十
九
の

て
は
、
二
万

六
の
項
、
三
百

九
千
三
百
円

九
十
九
の
八
の

）

項
及
び
三
百
九

十
九
の
十
の
項

床
面
積
が
二
千
平

五
十
四
万
二

認
定
申
請

に
お
い
て
「
非

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

住
宅
部
分
」
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

い
う
。
）
で
あ

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

っ
て
基
準
省
令

る
場
合
に
あ

第
十
条
第
一
項

っ
て
は
、
八

第
一
号
イ

及

万
四
千
円
）

(1)

び
同
号
ロ

の
(1)

基
準
（
以
下
こ

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
六

認
定
申
請

の
項
、
三
百
九

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

十
九
の
四
の
項
、
一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

三
百
九
十
九
の

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

六
の
項
及
び
三

る
場
合
に
あ

百
九
十
九
の
八

っ
て
は
、
十

の
項
に
お
い
て

三
万
二
千
円

「
標
準
入
力
法

）

」
と
い
う
。
）

を
用
い
た
も
の

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
七

認
定
申
請



に
係
る
審
査
（

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

以
下
こ
の
項
に

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

お
い
て
「
非
住

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

宅
標
準
審
査
」

の

る
場
合
に
あ

と
い
う
。
）

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
七

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

素
建
築
物
適

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

の
も
の

素
建
築
物
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

九
万
四
千
二

認
定
申
請

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

の
と
き
。

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ



の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
非
住

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
八
千

認
定
申
請

宅
部
分
で
あ
っ

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

て
基
準
省
令
第

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

十
条
第
一
項
第

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

一
号
イ

及
び

場
合
に
あ
っ

(2)

同
号
ロ

の
基

て
は
、
一
万

(2)

準
（
以
下
こ
の

八
千
七
百
円

項
、
三
百
九
十

）

九
の
四
の
項
、

三
百
九
十
九
の

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
四
千

認
定
申
請

六
の
項
及
び
三

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

百
九
十
九
の
八

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

の
項
に
お
い
て

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

「
モ
デ
ル
建
物

場
合
に
あ
っ

法
」
と
い
う
。

て
は
、
二
万

）
を
用
い
た
も

九
千
三
百
円

の
に
係
る
審
査

）

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
非

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
七

認
定
申
請

住
宅
モ
デ
ル
審

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

査
」
と
い
う
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

）

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）



床
面
積
が
五
千
平

三
十
二
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
二
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
四

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
五
万
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

七
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
八
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

の
と
き
。

の
も
の

建
築
物
適
合

計
画
で
あ
る



場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

八
万
九
千
円

）

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

額
を
合
算
し

の
と
き
。

基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

た
額

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う

ア

戸
建
住

ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び
非
住
宅

宅
標
準
審

部
分
に
係
る
審
査

査
又
は
戸

建
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

額
を
合
算
し

の
と
き
。

基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画

た
額

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う

ア

共
同
住

ち
、
共
同
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に

宅
標
準
審

係
る
審
査

査
又
は
共

同
住
宅
仕



様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百

低
炭
素
建
築

都
市
の
低
炭
素

規
則
で
定
め
る
と

四
万
二
百
円

変
更
認
定

九
十

物
新
築
等
計

化
の
促
進
に
関

こ
ろ
に
よ
り
算
定

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

九
の

画
変
更
認
定

す
る
法
律
第
五

し
た
床
面
積
（
以

築
物
適
合
計

き
。

四

申
請
手
数
料

十
五
条
第
二
項

下
こ
の
項
に
お
い

画
で
あ
る
場

に
お
い
て
準
用

て
「
床
面
積
」
と

合
に
あ
っ
て

す
る
同
法
第
五

い
う
。
）
が
二
百

は
、
六
千
七

十
三
条
第
一
項

平
方
メ
ー
ト
ル
未

百
円
）

の
規
定
に
基
づ

満
の
も
の

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
二
百
平

四
万
四
千
三

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

る
審
査
（
三
百

合
計
画
で
あ

九
十
九
の
五
の

る
場
合
に
あ

項
に
係
る
も
の

っ
て
は
、
六

を
除
く
。
以
下

千
七
百
円
）

こ
の
項
に
お
い



て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
一
戸
建

て
の
住
宅
で
あ

っ
て
誘
導
性
能

基
準
を
用
い
た

も
の
に
係
る
審

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

戸
建
住
宅
標
準

審
査
」
と
い
う
。

）都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
二
百
平

二
万
三
千
二

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
六

十
三
条
第
一
項

千
七
百
円
）

の
規
定
に
基
づ

く
低
炭
素
建
築

床
面
積
が
二
百
平

二
万
四
千
五

変
更
認
定

物
新
築
等
計
画

方
メ
ー
ト
ル
以
上

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
変
更
の
認
定

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

の
申
請
に
対
す

合
計
画
で
あ

る
審
査
（
三
百

る
場
合
に
あ

九
十
九
の
五
の

っ
て
は
、
六

項
に
係
る
も
の

千
七
百
円
）

を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の



う
ち
、
一
戸
建

て
の
住
宅
で
あ

っ
て
誘
導
仕
様

基
準
を
用
い
た

も
の
に
係
る
審

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

戸
建
住
宅
仕
様

審
査
」
と
い
う
。

）都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

七
万
五
千
八

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
三
千

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

二
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

共
同
住
宅
で
あ

場
合
に
あ
っ

っ
て
誘
導
性
能

て
は
、
二
万

基
準
を
用
い
た

二
千
四
百
円

も
の
に
係
る
審

）

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
六
千

変
更
認
定



共
同
住
宅
標
準

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

審
査
」
と
い
う
。
五
千
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

）

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
九
万
二

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
七
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

建
築
物
適
合

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

計
画
で
あ
る

の

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
四
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
六
千
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万



二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

四
千
円
（
低

申
請
の
と

の
も
の

炭
素
建
築
物

き
。

適
合
計
画
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

三
十
万
五
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

三
万
八
千
九

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

六
万
四
千
円

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

二
千
平
方
メ
ー
ト

築
物
適
合
計

き
。

る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

共
同
住
宅
で
あ

合
に
あ
っ
て

っ
て
誘
導
仕
様

は
、
二
万
二

基
準
を
用
い
た

千
四
百
円
）

も
の
に
係
る
審

査
（
以
下
こ
の

床
面
積
が
二
千
平

十
一
万
千
円

変
更
認
定

項
に
お
い
て
「

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
低
炭
素
建

申
請
の
と



共
同
住
宅
仕
様

五
千
平
方
メ
ー
ト

築
物
適
合
計

き
。

審
査
」
と
い
う
。
ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

）

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平

十
六
万
五
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

二
十
九
万
九

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

五
十
万
千
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）



床
面
積
が
五
万
平

八
十
二
万
八

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
八

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
七

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

千
平
方
メ
ー
ト
ル

素
建
築
物
適

き
。

る
審
査
の
う
ち
、
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

非
住
宅
部
分
で

る
場
合
に
あ

あ
っ
て
標
準
入

っ
て
は
、
一

力
法
を
用
い
た

万
八
千
七
百

も
の
に
係
る
審

円
）

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

床
面
積
が
千
平
方

三
十
八
万
千

変
更
認
定

非
住
宅
標
準
審

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
低
炭
素

申
請
の
と



査
」
と
い
う
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

き
。

）

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

床
面
積
が
二
千
平

五
十
四
万
二

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
六

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十



六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
七

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

都
市
の
低
炭
素

床
面
積
が
三
百
平

九
万
四
千
二

変
更
認
定

化
の
促
進
に
関

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
低
炭

申
請
の
と

す
る
法
律
第
五

の
も
の

素
建
築
物
適

き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築



物
新
築
等
計
画

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
八
千

変
更
認
定

の
変
更
の
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
申
請
に
対
す

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

き
。

る
審
査
の
う
ち
、
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

非
住
宅
部
分
で

場
合
に
あ
っ

あ
っ
て
モ
デ
ル

て
は
、
一
万

建
物
法
を
用
い

八
千
七
百
円

た
も
の
に
係
る

）

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
四
千

変
更
認
定

「
非
住
宅
モ
デ

メ
ー
ト
ル
以
上
二

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

ル
審
査
」
と
い

千
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
物
適
合

き
。

う
。
）

未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
万

九
千
三
百
円

）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

素
建
築
物
適

き
。

ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
二
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

建
築
物
適
合

き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る



場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
二
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
四

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
低
炭

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

素
建
築
物
適

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

合
計
画
で
あ

の

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
五
万
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
低
炭
素
建

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

築
物
適
合
計

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

画
で
あ
る
場

の

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

七
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
八
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
低
炭
素

申
請
の
と

の
も
の

建
築
物
適
合

き
。

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

八
万
九
千
円

）



都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

法
律
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

額
を
合
算
し

申
請
の
と

準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項

た
額

き
。

の
規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新

ア

戸
建
住

築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に

宅
標
準
審

対
す
る
審
査
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の

査
又
は
戸

住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

建
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

法
律
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て

額
を
合
算
し

申
請
の
と

準
用
す
る
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項

た
額

き
。

の
規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
建
築
物
新

ア

共
同
住

築
等
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に

宅
標
準
審

対
す
る
審
査
の
う
ち
、
共
同
住
宅
及

査
又
は
共

び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

同
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査



又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
五
の
二
の
項
中
「
同
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
（

以
下
こ
の
項
、
三
百
九
十
九
の
五
の
三
の
項
、
三
百
九
十
九
の
六
の
項
、
三
百
九
十
九
の
八
の
項
及

び
三
百
九
十
九
の
十
の
項
に
お
い
て
「
非
住
宅
部
分
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
。

以
下
こ
の
項
、
三
百
九
十
九
の
五
の
三
の
項
、
三
百
九
十
九
の
六
の
項
、
三
百
九
十
九
の
八
の
項
及

び
三
百
九
十
九
の
十
の
項
に
お
い
て
「
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
準
省
令
」
に
改
め
、
同

表
三
百
九
十
九
の
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百

建
築
物
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ

規
則
で
定
め
る
と

三
万
六
千
八

認
定
申
請

九
十

ル
ギ
ー
消
費

ル
ギ
ー
消
費
性

こ
ろ
に
よ
り
算
定

百
円
（
建
築

の
と
き
。

九
の

性
能
向
上
計

能
の
向
上
に
関

し
た
床
面
積
（
以

物
の
エ
ネ
ル

六

画
認
定
申
請

す
る
法
律
第
三

下
こ
の
項
に
お
い

ギ
ー
消
費
性

手
数
料

十
四
条
第
一
項

て
「
床
面
積
」
と

能
の
向
上
に

の
規
定
に
基
づ

い
う
。
）
が
二
百

関
す
る
法
律

く
建
築
物
エ
ネ

平
方
メ
ー
ト
ル
未

第
十
五
条
第

ル
ギ
ー
消
費
性

満
の
も
の

一
項
に
規
定

能
向
上
計
画
の

す
る
登
録
建

認
定
の
申
請
に

築
物
エ
ネ
ル

対
す
る
審
査
（

ギ
ー
消
費
性

三
百
九
十
九
の

能
判
定
機
関

七
の
項
に
係
る

又
は
住
宅
の

も
の
を
除
く
。

品
質
確
保
の

以
下
こ
の
項
に

促
進
等
に
関

お
い
て
同
じ
。

す
る
法
律
第



）
の
う
ち
、
一

五
条
第
一
項

戸
建
て
の
住
宅

に
規
定
す
る

で
あ
っ
て
誘
導

登
録
住
宅
性

性
能
基
準
を
用

能
評
価
機
関

い
た
も
の
に
係

の
う
ち
知
事

る
審
査
（
以
下

が
定
め
る
も

こ
の
項
に
お
い

の
に
よ
り
、

て
「
戸
建
住
宅

建
築
物
の
エ

標
準
審
査
」
と

ネ
ル
ギ
ー
消

い
う
。
）

費
性
能
の
向

上
に
関
す
る

法
律
第
三
十

五
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ

る
基
準
に
適

合
す
る
と
認

め
ら
れ
た
計

画
（
以
下
こ

の
項
及
び
三

百
九
十
九
の

八
の
項
に
お

い
て
「
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
」
と

い
う
。
）
で

あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、

六
千
七
百
円



）

床
面
積
が
二
百
平

四
万
九
百
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
六
千
七

百
円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
二
百
平

一
万
九
千
七

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
四
条
第
一
項

向
上
基
準
適

の
規
定
に
基
づ

合
計
画
で
あ

く
建
築
物
エ
ネ

る
場
合
に
あ

ル
ギ
ー
消
費
性

っ
て
は
、
六

能
向
上
計
画
の

千
七
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
二
百
平

二
万
千
百
円

認
定
申
請

う
ち
、
一
戸
建

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

て
の
住
宅
で
あ

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

っ
て
誘
導
仕
様

費
性
能
向
上

基
準
を
用
い
た

基
準
適
合
計

も
の
に
係
る
審

画
で
あ
る
場

査
（
以
下
こ
の

合
に
あ
っ
て

項
に
お
い
て
「

は
、
六
千
七



戸
建
住
宅
仕
様

百
円
）

審
査
」
と
い
う
。

）建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

七
万
二
千
三

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
四
条
第
一
項

向
上
基
準
適

の
規
定
に
基
づ

合
計
画
で
あ

く
建
築
物
エ
ネ

る
場
合
に
あ

ル
ギ
ー
消
費
性

っ
て
は
、
一

能
向
上
計
画
の

万
千
五
百
円

認
定
の
申
請
に

）

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
共
同
住

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
円
（

認
定
申
請

宅
で
あ
っ
て
誘

方
メ
ー
ト
ル
以
上

建
築
物
エ
ネ

の
と
き
。

導
性
能
基
準
を

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
ギ
ー
消
費

用
い
た
も
の
に

ル
未
満
の
も
の

性
能
向
上
基

係
る
審
査
（
以

準
適
合
計
画

下
こ
の
項
に
お

で
あ
る
場
合

い
て
「
共
同
住

に
あ
っ
て
は
、

宅
標
準
審
査
」

二
万
二
千
四

と
い
う
。
）

百
円
）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
二
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合



計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
八
万
九

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
六
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
二
千
円

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

ネ
ル
ギ
ー
消



ー
ト
ル
未
満
の
も

費
性
能
向
上

の

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十

万
五
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

三
万
五
千
五

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
四
条
第
一
項

向
上
基
準
適

の
規
定
に
基
づ

合
計
画
で
あ

く
建
築
物
エ
ネ

る
場
合
に
あ

ル
ギ
ー
消
費
性

っ
て
は
、
一

能
向
上
計
画
の

万
千
五
百
円

認
定
の
申
請
に

）

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
共
同
住

床
面
積
が
三
百
平

六
万
円
（
建

認
定
申
請

宅
で
あ
っ
て
誘

方
メ
ー
ト
ル
以
上

築
物
エ
ネ
ル

の
と
き
。



導
仕
様
基
準
を

二
千
平
方
メ
ー
ト

ギ
ー
消
費
性

用
い
た
も
の
に

ル
未
満
の
も
の

能
向
上
基
準

係
る
審
査
（
以

適
合
計
画
で

下
こ
の
項
に
お

あ
る
場
合
に

い
て
「
共
同
住

あ
っ
て
は
、

宅
仕
様
審
査
」

二
万
二
千
四

と
い
う
。
）

百
円
）

床
面
積
が
二
千
平

十
万
七
千
円

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平

十
六
万
二
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

二
十
九
万
五

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。



二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
九
万
八

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
二
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

八
十
七
万
二

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）



建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
四

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
建
築

の
と
き
。

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
四
条
第
一
項

向
上
基
準
適

の
規
定
に
基
づ

合
計
画
で
あ

く
建
築
物
エ
ネ

る
場
合
に
あ

ル
ギ
ー
消
費
性

っ
て
は
、
一

能
向
上
計
画
の

万
千
五
百
円

認
定
の
申
請
に

）

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
非
住
宅

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
三

認
定
申
請

部
分
で
あ
っ
て

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

標
準
入
力
法
を

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

用
い
た
も
の
に

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

係
る
審
査
（
以

向
上
基
準
適

下
こ
の
項
に
お

合
計
画
で
あ

い
て
「
非
住
宅

る
場
合
に
あ

標
準
審
査
」
と

っ
て
は
、
一

い
う
。
）

万
八
千
七
百

円
）

床
面
積
が
千
平
方

三
十
七
万
八

認
定
申
請

メ
ー
ト
ル
以
上
二

千
円
（
建
築

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ



っ
て
は
、
二

万
九
千
三
百

円
）

床
面
積
が
二
千
平

五
十
三
万
九

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
三

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適



合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
三

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
四

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

九
万
八
百
円

認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

（
建
築
物
エ

の
と
き
。



能
の
向
上
に
関

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

す
る
法
律
第
三

費
性
能
向
上

十
四
条
第
一
項

基
準
適
合
計

の
規
定
に
基
づ

画
で
あ
る
場

く
建
築
物
エ
ネ

合
に
あ
っ
て

ル
ギ
ー
消
費
性

は
、
一
万
千

能
向
上
計
画
の

五
百
円
）

認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
の

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
五
千

認
定
申
請

う
ち
、
非
住
宅

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

部
分
で
あ
っ
て

千
平
方
メ
ー
ト
ル

エ
ネ
ル
ギ
ー

モ
デ
ル
建
物
法

未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

を
用
い
た
も
の

上
基
準
適
合

に
係
る
審
査
（

計
画
で
あ
る

以
下
こ
の
項
に

場
合
に
あ
っ

お
い
て
「
非
住

て
は
、
一
万

宅
モ
デ
ル
審
査

八
千
七
百
円

」
と
い
う
。
）

）

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
千
円

認
定
申
請

メ
ー
ト
ル
以
上
二

（
建
築
物
エ

の
と
き
。

千
平
方
メ
ー
ト
ル

ネ
ル
ギ
ー
消

未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
九

千
三
百
円
）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
三

認
定
申
請



方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
一
万
七

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
千

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ

エ
ネ
ル
ギ
ー

ー
ト
ル
未
満
の
も

消
費
性
能
向

の

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
六

万
六
千
円
）



床
面
積
が
二
万
五

四
十
四
万
六

認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

五
十
七
万
八

認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

ア

戸
建
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
一

宅
標
準
審

戸
建
て
の
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に

査
又
は
戸

係
る
審
査

建
住
宅
仕

様
審
査
に



掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第

額
を
合
算
し

の
と
き
。

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

ア

共
同
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
共

宅
標
準
審

同
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審

査
又
は
共

査

同
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

認
定
申
請

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第

額
を
全
て
合

の
と
き
。



一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ

算
し
た
額

ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定

ア

戸
建
住

の
申
請
に
対
す
る
審
査
の
う
ち
、
同

宅
標
準
審

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
さ
れ

査
又
は
戸

た
複
数
の
建
築
物
に
よ
る
建
築
物
エ

建
住
宅
仕

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認

様
審
査
に

定
の
申
請
に
係
る
審
査

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

共
同
住

宅
標
準
審

査
又
は
共

同
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

ウ

非
住
宅

標
準
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

エ

非
住
宅

モ
デ
ル
審

査
に
掲
げ

る
手
数
料

額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百

建
築
物
エ
ネ

建
築
物
の
エ
ネ

規
則
で
定
め
る
と

三
万
六
千
八

変
更
認
定

九
十

ル
ギ
ー
消
費

ル
ギ
ー
消
費
性

こ
ろ
に
よ
り
算
定

百
円
（
建
築

申
請
の
と

九
の

性
能
向
上
計

能
の
向
上
に
関

し
た
床
面
積
（
以

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。



八

画
変
更
認
定

す
る
法
律
第
三

下
こ
の
項
に
お
い

ー
消
費
性
能

申
請
手
数
料

十
六
条
第
二
項

て
「
床
面
積
」
と

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

い
う
。
）
が
二
百

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
三

平
方
メ
ー
ト
ル
未

る
場
合
に
あ

十
四
条
第
一
項

満
の
も
の

っ
て
は
、
六

の
規
定
に
基
づ

千
七
百
円
）

く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

床
面
積
が
二
百
平

四
万
九
百
円

変
更
認
定

能
向
上
計
画
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

変
更
の
認
定
の

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

申
請
に
対
す
る

費
性
能
向
上

審
査
（
三
百
九

基
準
適
合
計

十
九
の
九
の
項

画
で
あ
る
場

に
係
る
も
の
を

合
に
あ
っ
て

除
く
。
以
下
こ

は
、
六
千
七

の
項
に
お
い
て

百
円
）

同
じ
。
）
の
う

ち
、
一
戸
建
て

の
住
宅
で
あ
っ

て
誘
導
性
能
基

準
を
用
い
た
も

の
に
係
る
審
査

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
戸

建
住
宅
標
準
審

査
」
と
い
う
。

）建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
二
百
平

一
万
九
千
七

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

申
請
の
と



能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
二
項

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
三

る
場
合
に
あ

十
四
条
第
一
項

っ
て
は
、
六

の
規
定
に
基
づ

千
七
百
円
）

く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

床
面
積
が
二
百
平

二
万
千
百
円

変
更
認
定

能
向
上
計
画
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

変
更
の
認
定
の

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

申
請
に
対
す
る

費
性
能
向
上

審
査
の
う
ち
、

基
準
適
合
計

一
戸
建
て
の
住

画
で
あ
る
場

宅
で
あ
っ
て
誘

合
に
あ
っ
て

導
仕
様
基
準
を

は
、
六
千
七

用
い
た
も
の
に

百
円
）

係
る
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
」

と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

七
万
二
千
三

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
二
項

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
三

る
場
合
に
あ



十
四
条
第
一
項

っ
て
は
、
一

の
規
定
に
基
づ

万
千
五
百
円

く
建
築
物
エ
ネ

）

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
の

床
面
積
が
三
百
平

十
二
万
円
（

変
更
認
定

変
更
の
認
定
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

建
築
物
エ
ネ

申
請
の
と

申
請
に
対
す
る

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
ギ
ー
消
費

き
。

審
査
の
う
ち
、

ル
未
満
の
も
の

性
能
向
上
基

共
同
住
宅
で
あ

準
適
合
計
画

っ
て
誘
導
性
能

で
あ
る
場
合

基
準
を
用
い
た

に
あ
っ
て
は
、

も
の
に
係
る
審

二
万
二
千
四

査
（
以
下
こ
の

百
円
）

項
に
お
い
て
「

共
同
住
宅
標
準

床
面
積
が
二
千
平

二
十
万
二
千

変
更
認
定

審
査
」
と
い
う
。
方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

）

五
千
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

七
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平

二
十
八
万
九

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適



合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

五
十
六
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

百
万
二
千
円

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

費
性
能
向
上

の

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平

百
八
十
四
万

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

消
費
性
能
向



上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十

万
五
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

三
万
五
千
五

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

百
円
（
建
築

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
二
項

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
三

る
場
合
に
あ

十
四
条
第
一
項

っ
て
は
、
一

の
規
定
に
基
づ

万
千
五
百
円

く
建
築
物
エ
ネ

）

ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
の

床
面
積
が
三
百
平

六
万
円
（
建

変
更
認
定

変
更
の
認
定
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

築
物
エ
ネ
ル

申
請
の
と

申
請
に
対
す
る

二
千
平
方
メ
ー
ト

ギ
ー
消
費
性

き
。

審
査
の
う
ち
、

ル
未
満
の
も
の

能
向
上
基
準

共
同
住
宅
で
あ

適
合
計
画
で

っ
て
誘
導
仕
様

あ
る
場
合
に

基
準
を
用
い
た

あ
っ
て
は
、

も
の
に
係
る
審

二
万
二
千
四

査
（
以
下
こ
の

百
円
）

項
に
お
い
て
「

共
同
住
宅
仕
様

床
面
積
が
二
千
平

十
万
七
千
円

変
更
認
定

審
査
」
と
い
う
。
方
メ
ー
ト
ル
以
上

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

）

五
千
平
方
メ
ー
ト

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。



ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平

十
六
万
二
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平

二
十
九
万
五

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
九
万
八

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

申
請
の
と



以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
二
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

八
十
七
万
二

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

二
十
三
万
四

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

千
円
（
建
築

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

す
る
法
律
第
三

ー
消
費
性
能

十
六
条
第
二
項

向
上
基
準
適

に
お
い
て
準
用

合
計
画
で
あ

す
る
同
法
第
三

る
場
合
に
あ

十
四
条
第
一
項

っ
て
は
、
一

の
規
定
に
基
づ

万
千
五
百
円

く
建
築
物
エ
ネ

）



ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
の

床
面
積
が
三
百
平

二
十
九
万
三

変
更
認
定

変
更
の
認
定
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

申
請
に
対
す
る

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

審
査
の
う
ち
、

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

非
住
宅
部
分
で

向
上
基
準
適

あ
っ
て
標
準
入

合
計
画
で
あ

力
法
を
用
い
た

る
場
合
に
あ

も
の
に
係
る
審

っ
て
は
、
一

査
（
以
下
こ
の

万
八
千
七
百

項
に
お
い
て
「

円
）

非
住
宅
標
準
審

査
」
と
い
う
。

床
面
積
が
千
平
方

三
十
七
万
八

変
更
認
定

）

メ
ー
ト
ル
以
上
二

千
円
（
建
築

申
請
の
と

千
平
方
メ
ー
ト
ル

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

万
九
千
三
百

円
）

床
面
積
が
二
千
平

五
十
三
万
九

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ



っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

六
十
六
万
三

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

七
十
八
万
三

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

六
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五

八
十
九
万
三

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適



合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平

百
十
一
万
四

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ

床
面
積
が
三
百
平

九
万
八
百
円

変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性

方
メ
ー
ト
ル
未
満

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

能
の
向
上
に
関

の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

す
る
法
律
第
三

費
性
能
向
上

十
六
条
第
二
項

基
準
適
合
計

に
お
い
て
準
用

画
で
あ
る
場

す
る
同
法
第
三

合
に
あ
っ
て

十
四
条
第
一
項

は
、
一
万
千

の
規
定
に
基
づ

五
百
円
）

く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

床
面
積
が
三
百
平

十
一
万
五
千

変
更
認
定

能
向
上
計
画
の

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

変
更
の
認
定
の

千
平
方
メ
ー
ト
ル

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。



申
請
に
対
す
る

未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

審
査
の
う
ち
、

上
基
準
適
合

非
住
宅
部
分
で

計
画
で
あ
る

あ
っ
て
モ
デ
ル

場
合
に
あ
っ

建
物
法
を
用
い

て
は
、
一
万

た
も
の
に
係
る

八
千
七
百
円

審
査
（
以
下
こ

）

の
項
に
お
い
て

「
非
住
宅
モ
デ

床
面
積
が
千
平
方

十
五
万
千
円

変
更
認
定

ル
審
査
」
と
い

メ
ー
ト
ル
以
上
二

（
建
築
物
エ

申
請
の
と

う
。
）

千
平
方
メ
ー
ト
ル

ネ
ル
ギ
ー
消

き
。

未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
九

千
三
百
円
）

床
面
積
が
二
千
平

二
十
四
万
三

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

五
千
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
千
平

三
十
一
万
七

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と



一
万
平
方
メ
ー
ト

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ル
未
満
の
も
の

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円

）

床
面
積
が
一
万
平

三
十
八
万
千

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

円
（
建
築
物

申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ

エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

消
費
性
能
向

の

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
六

万
六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五

四
十
四
万
六

変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル

千
円
（
建
築

申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も

ー
消
費
性
能

の

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
七
千
円

）



床
面
積
が
五
万
平

五
十
七
万
八

変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上

千
円
（
建
築

申
請
の
と

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

き
。

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
八
万
九
千

円
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第

額
を
合
算
し

申
請
の
と

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

た
額

き
。

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建

ア

戸
建
住

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

宅
標
準
審

画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

査
又
は
戸

審
査
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及

建
住
宅
仕

び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定



向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第

額
を
合
算
し

申
請
の
と

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

た
額

き
。

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建

ア

共
同
住

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

宅
標
準
審

画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

査
又
は
共

審
査
の
う
ち
、
共
同
住
宅
及
び
非
住

同
住
宅
仕

宅
部
分
に
係
る
審
査

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

イ

非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

次
に
掲
げ
る

変
更
認
定

向
上
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第

額
を
全
て
合

申
請
の
と

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

算
し
た
額

き
。

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建

ア

戸
建
住

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

宅
標
準
審

画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る

査
又
は
戸

審
査
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
の
規
定

建
住
宅
仕

に
よ
り
記
載
さ
れ
た
複
数
の
建
築
物

様
審
査
に

に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

掲
げ
る
手

能
向
上
計
画
の
認
定
の
申
請
に
係
る

数
料
額

審
査

イ

共
同
住

宅
標
準
審

査
又
は
共



同
住
宅
仕

様
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

ウ

非
住
宅

標
準
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

エ

非
住
宅

モ
デ
ル
審

査
に
掲
げ

る
手
数
料

額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
十
の
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
を
「
第
一
条
第
一
項

(2)
（i）

第
二
号
イ

」
に
、
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

」
に
改

(2)

(2)
（ii）

(2)

め
る
。

別
表
第
二
の
七
の
四
の
項
中
「
五
万
二
千
円
」
を
「
五
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
表
七
の
五
の
項

中
「
三
万
円
」
を
「
三
万
七
千
円
」
に
、
「
二
万
千
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」
に
、
「
三
万
千
円
」

を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
３
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

「

七

五

八

五

四

別
表
の
二
の
表
中

を

に
、

三
○
円

一
○
円

○
○
円

七
○
円

二
○
円

」

」

「

三

四

四

を

に
、
「
一
、
一
○
○
円
」
を
「
一
、
二
○
○
円
」
に
、

八
○
円

八
○
円

三
○
円



」

」

「
七
九
○
円
」
を
「
八
七
○
円
」
に
、
「
六
五
○
円
」
を
「
七
三
○
円
」
に
、
「
五
八
○
円
」
を
「

「

八

七

六
七
○
円
」
に
、
「
一
、
五
○
○
円
」
を
「
一
、
七
○
○
円
」
に
、

を

八
○
円

八
○
円

」

「

「

「

九

九

に
、

五
円

四
円

三
円

を

五
円

四
円

九
○
円

○
○
円

」

」

「

「

四
円

に
、

二
円

二
円

を

三
円

二
円

に
、
「
二
七
円
」

」

」

」

を
「
三
○
円
」
に
、
「
一
九
円
」
を
「
二
一
円
」
に
、
「
一
六
円
」
を
「
一
八
円
」
に
、
「
一
四
円

」
を
「
一
六
円
」
に
、
「
三
九
円
」
を
「
四
三
円
」
に
、
「
二
三
円
」
を
「
二
六
円
」
に
、
「

二

「

「

○
円
」
を
「

二
三
円
」
に
、
「
五
九
円
」
を
「
六
四
円
」
に
、

四
一
円

三
四
円

を
」

四
五
円

三
八
円

に
、
「

三
○
円
」
を
「

三
五
円
」
に
、
「
七
八
円
」
を
「
八
六
円
」

」

「

「



に
、
「
五
五
円
」
を
「
六
一
円
」
に
、

四
五
円

四
一
円

を

五
一
円

四
七
円

」

」

に
、
「
一
二
○
円
」
を
「
一
三
○
円
」
に
、
「
八
二
円
」
を
「
九
一
円
」
に
、
「
六
八
円
」
を
「
七

「

「

一

一

一

七
円
」
に
、
「
六
一
円
」
を
「
七
○
円
」
に
、

を

六
○
円

一
○
円

七
○
円

二
○

」

一

に
、
「
九
一
円
」
を
「
一
○
○
円
」
に
、
「
八
一
円
」
を
「
九
三
円
」
に
、
「
二
七
○
円
」

円

」

「

「

一

一

を
「
三
○
○
円
」
に
、
「
一
九
○
円
」
を
「
二
一
○
円
」
に
、

を

六
○
円

四
○
円

」

一

一

に
、
「
三
九
○
円
」
を
「
四
三
○
円
」
に
、
「
二
三
○
円
」
を
「
二
六
○
円

八
○
円

六
○
円

」

「

「



七

五

八

」
に
、
「
二
○
○
円
」
を
「
二
三
○
円
」
に
、

を

八
○
円

五
○
円

六
○
円

一
○

」

六

に
、
「
四
五
○
円
」
を
「
五
一
○
円
」
に
、
「
四
一
○
円
」
を
「
四
七
○
円
」
に
、
「
一
、

円

」

「

「

七

六

八

六

○
○
○
円
」
を
「
一
、
一
○
○
円
」
に
、

を

三
○
円

一
○
円

一
○
円

八
○
円

」

「

「

五

三

六

に
、
「
五
四
○
円
」
を
「
六
二
○
円
」
に
、

を

五
○
円

八
○
円

○
○
円

二
○

」

」四

に
、
「
三
二
○
円
」
を
「
三
六
○
円
」
に
、
「
二
八
○
円
」
を
「
三
三
○
円
」
に
改
め
、
同

円

」

表
の
注
１
の
表
中
「
、
田
原
本
町
」
を
削
り
、
「
及
び
三
宅
町
」
を
「
、
三
宅
町
及
び
田
原
本
町
」

に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
立
公
園
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
四
月
奈
良
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



別
表
中
「
三
八
〇
円
」
を
「
四
三
〇
円
」
に
、
「
五
八
〇
円
」
を
「
六
七
〇
円
」
に
、
「
七
八
○

円
」
を
「
九
○
○
円
」
に
、
「
五
四
〇
円
」
を
「
六
二
〇
円
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
労
働
会
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

奈
良
県
労
働
会
館
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
小
会
議
室
１
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
小
会
議
室
２
」
を
「
小
会
議
室
１
」
に
、
「

小
会
議
室
３
」
を
「
小
会
議
室
２
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

奈
良
県
道
路
占
用
料
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

占

用

料

占

用

物

件

所

在

地

単

位

第
二
級
地

第
三
級
地

第
四
級
地

第
五
級
地

第
一
種
電
柱

八
〇
〇
円

五
七
〇
円

四
八
〇
円

四
三
〇
円

一
、

第
二
種
電
柱

八
七
〇
円

七
三
〇
円

六
七
〇
円

二
〇
〇
円

一
、

一
、

第
三
種
電
柱

九
九
〇
円

九
〇
〇
円

七
〇
〇
円

二
〇
〇
円

一
本
に

第
一
種
電
話
柱

つ
き
一

七
一
〇
円

五
一
〇
円

四
三
〇
円

三
九
〇
円

年

一
、

第
二
種
電
話
柱

八
一
〇
円

六
八
〇
円

六
二
〇
円

一
〇
〇
円



一
、

一
、

第
三
種
電
話
柱

九
四
〇
円

八
五
〇
円

六
〇
〇
円

一
〇
〇
円

そ
の
他
の
柱
類

七
一
円

五
一
円

四
三
円

三
九
円

共
架
電
線
そ
の
他

上
空
に
設
け
る
線

長
さ
一

七
円

五
円

四
円

四
円

類

メ
ー
ト

ル
に
つ

地
下
に
設
け
る
電

き
一
年

四
円

三
円

三
円

二
円

法
第

線
そ
の
他
の
線
類

三
十

二
条

一
個
に

路
上
に
設
け
る
変

第
一

つ
き
一

七
〇
〇
円

四
九
〇
円

四
二
〇
円

三
八
〇
円

圧
器

項
第

年

一
号

に
掲

占
用
面

げ
る

積
一
平

工
作

地
下
に
設
け
る
変

方
メ
ー

四
三
〇
円

三
〇
〇
円

二
六
〇
円

二
三
〇
円

物

圧
器

ト
ル
に

つ
き
一

年

変
圧
塔
そ
の
他
こ

一
、

一
、

れ
に
類
す
る
も
の

八
五
〇
円

七
八
〇
円

一
個
に

四
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

及
び
公
衆
電
話
所

つ
き
一

年

郵
便
差
出
箱
及
び

六
〇
〇
円

四
二
〇
円

三
六
〇
円

三
三
〇
円

信
書
便
差
出
箱



表
示
面

積
一
平

方
メ
ー

四
、

一
、

広
告
塔

八
七
〇
円

五
九
〇
円

ト
ル
に

八
〇
〇
円

八
〇
〇
円

つ
き
一

年占
用
面

積
一
平

方
メ
ー

一
、

一
、

そ
の
他
の
も
の

八
五
〇
円

七
八
〇
円

ト
ル
に

四
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

つ
き
一

年

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
未
満
の

三
〇
円

二
一
円

一
八
円

一
六
円

も
の

外
径
が
〇
・
〇
七

メ
ー
ト
ル
以
上
〇

四
三
円

三
〇
円

二
六
円

二
三
円

・
一
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

外
径
が
〇
・
一
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

六
四
円

四
五
円

三
八
円

三
五
円

一
五
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の

外
径
が
〇
・
一
五



メ
ー
ト
ル
以
上
〇

八
六
円

六
一
円

五
一
円

四
七
円

法
第

・
二
メ
ー
ト
ル
未

三
十

満
の
も
の

二
条

長
さ
一

第
一

外
径
が
〇
・
二
メ

メ
ー
ト

項
第

ー
ト
ル
以
上
〇
・

ル
に
つ

一
三
〇
円

九
一
円

七
七
円

七
〇
円

二
号

三
メ
ー
ト
ル
未
満

き
一
年

に
掲

の
も
の

げ
る

物
件

外
径
が
〇
・
三
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

一
七
〇
円

一
二
〇
円

一
〇
〇
円

九
三
円

四
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

外
径
が
〇
・
四
メ

ー
ト
ル
以
上
〇
・

三
〇
〇
円

二
一
〇
円

一
八
〇
円

一
六
〇
円

七
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の

外
径
が
〇
・
七
メ

ー
ト
ル
以
上
一
メ

四
三
〇
円

三
〇
〇
円

二
六
〇
円

二
三
〇
円

ー
ト
ル
未
満
の
も

の外
径
が
一
メ
ー
ト

八
六
〇
円

六
一
〇
円

五
一
〇
円

四
七
〇
円

ル
以
上
の
も
の

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第

一
、

一
、

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

八
五
〇
円

七
八
〇
円

四
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

る
施
設



階
数
が
一

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額

の
も
の

地
下

階
数
が
二

街
及

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額

の
も
の

占
用
面

法
第

び
地

積
一
平

三
十

下
室

階
数
が
三

方
メ
ー

二
条

以
上
の
も

ト
ル
に

Ａ
に
〇
・
〇
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額

第
一

の

つ
き
一

項
第

年

五
号

上
空
に
設
け
る
通

二
、

に
掲

九
〇
〇
円

四
三
〇
円

二
九
〇
円

路

四
〇
〇
円

げ
る

施
設

地
下
に
設
け
る
通

一
、

五
四
〇
円

二
六
〇
円

一
八
〇
円

路

五
〇
〇
円

一
、

一
、

そ
の
他
の
も
の

八
五
〇
円

七
八
〇
円

四
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

占
用
面

祭
礼
、
縁
日
そ
の

積
一
平

法
第

他
の
催
し
に
際
し
、
方
メ
ー

四
八
円

一
八
円

九
円

六
円

三
十

一
時
的
に
設
け
る

ト
ル
に

二
条

も
の

つ
き
一

第
一

日

項
第

六
号

占
用
面

に
掲

積
一
平

げ
る

方
メ
ー

そ
の
他
の
も
の

四
八
〇
円

一
八
〇
円

八
七
円

五
九
円



施
設

ト
ル
に

つ
き
一

月表
示
面

積
一
平

一
時
的
に

方
メ
ー

看
板

設
け
る
も

四
八
〇
円

一
八
〇
円

八
七
円

五
九
円

ト
ル
に

（
ア

の

つ
き
一

ー
チ

月

で
あ

る
も

表
示
面

の
を

積
一
平

除
く
。
そ
の
他
の

方
メ
ー

四
、

一
、

）

八
七
〇
円

五
九
〇
円

も
の

ト
ル
に

八
〇
〇
円

八
〇
〇
円

つ
き
一

年

道
路

一
本
に

一
、

法
施

標
識

つ
き
一

八
一
〇
円

六
八
〇
円

六
二
〇
円

一
〇
〇
円

行
令

年

（
昭

和
二

祭
礼
、
縁

十
七

日
そ
の
他

一
本
に

年
政

の
催
し
に

つ
き
一

四
八
円

一
八
円

九
円

六
円

令
第

際
し
、
一

日

四
百

旗
ざ

時
的
に
設

七
十

お

け
る
も
の

九
号
。

以
下

一
本
に

そ
の
他
の



「
令

つ
き
一

四
八
〇
円

一
八
〇
円

八
七
円

五
九
円

も
の

」
と

月

い
う
。

）
第

幕
（

祭
礼
、
縁

そ
の
面

七
条

令
第

日
そ
の
他

積
一
平

第
一

七
条

の
催
し
に

方
メ
ー

四
八
円

一
八
円

九
円

六
円

号
に

第
四

際
し
、
一

ト
ル
に

掲
げ

号
に

時
的
に
設

つ
き
一

る
物

掲
げ

け
る
も
の

日

件

る
工

事
用

そ
の
面

施
設

積
一
平

で
あ

そ
の
他
の

方
メ
ー

る
も

四
八
〇
円

一
八
〇
円

八
七
円

五
九
円

も
の

ト
ル
に

の
を

つ
き
一

除
く
。

月

）

車
道
を
横

四
、

一
、

断
す
る
も

八
七
〇
円

五
九
〇
円

一
基
に

八
〇
〇
円

八
〇
〇
円

ア
ー

の

つ
き
一

チ

月

そ
の
他
の

二
、

九
〇
〇
円

四
三
〇
円

二
九
〇
円

も
の

四
〇
〇
円

占
用
面

積
一
平

令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ

方
メ
ー

一
、

一
、

八
五
〇
円

七
八
〇
円

る
工
作
物

ト
ル
に

四
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

つ
き
一



年

令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ

る
工
事
用
施
設
及
び
同
条

占
用
面

四
八
〇
円

一
八
〇
円

八
七
円

五
九
円

第
五
号
に
掲
げ
る
工
事
用

積
一
平

材
料

方
メ
ー

ト
ル
に

令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ

つ
き
一

る
仮
設
建
築
物
及
び
同
条

月

一
四
〇
円

一
〇
〇
円

八
五
円

七
八
円

第
七
号
に
掲
げ
る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又

は
高
架
の
道
路
の

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

路
面
下
（
当
該
路

〇
〇
九
を

〇
一
二
を

〇
一
四
を

〇
一
七
を

面
下
の
地
下
を
除

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

く
。
）
に
設
け
る

た
額

た
額

た
額

た
額

も
の

上
空
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
一
七
を
乗
じ
て
得
た
額

の

令
第

七
条

地
下

階
数
が
一

第
八

Ａ
に
〇
・
〇
〇
四
を
乗
じ
て
得
た
額

（
ト

の
も
の

号
に

ン
ネ

掲
げ

ル
の

る
施

上
の

設

地
下

階
数
が
二

Ａ
に
〇
・
〇
〇
六
を
乗
じ
て
得
た
額

を
除

の
も
の

く
。



）
に

設
け

階
数
が
三

る
も

以
上
の
も

Ａ
に
〇
・
〇
〇
七
を
乗
じ
て
得
た
額

の

の

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

令
第

〇
一
二
を

〇
一
五
を

〇
一
九
を

〇
二
二
を

建
築
物

七
条

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

第
九

た
額

た
額

た
額

た
額

号
に

掲
げ

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

る
施

〇
〇
九
を

〇
一
一
を

〇
一
四
を

〇
一
五
を

そ
の
他
の
も
の

設

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

た
額

た
額

た
額

た
額

占
用
面

積
一
平

令
第

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
二
二
を
乗
じ
て
得
た
額

方
メ
ー

七
条

ト
ル
に

第
十

つ
き
一

号
に

年

掲
げ

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

る
施

〇
〇
九
を

〇
一
一
を

〇
一
四
を

〇
一
五
を

設
及

そ
の
他
の
も
の

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

び
自

た
額

た
額

た
額

た
額

動
車

駐
車

場



令
第

ト
ン
ネ
ル
の
上
又

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

七
条

は
高
架
の
道
路
の

〇
一
二
を

〇
一
五
を

〇
一
九
を

〇
二
二
を

第
十

路
面
下
に
設
け
る

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

一
号

も
の

た
額

た
額

た
額

た
額

に
掲

げ
る

上
空
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
二
二
を
乗
じ
て
得
た
額

応
急

の

仮
設

建
築

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額

物令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲

Ａ
に
〇
・
〇
二
五
を
乗
じ
て
得
た
額

げ
る
器
具ト

ン
ネ
ル
の
上
又

は
自
動
車
専
用
道

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

Ａ
に
〇
・

令
第

路
（
高
架
の
も
の

〇
一
二
を

〇
一
五
を

〇
一
九
を

〇
二
二
を

七
条

に
限
る
。
）
の
路

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

乗
じ
て
得

第
十

面
下
に
設
け
る
も

た
額

た
額

た
額

た
額

三
号

の

に
掲

げ
る

上
空
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
二
二
を
乗
じ
て
得
た
額

施
設

のそ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
四
号
に
掲

Ａ
に
〇
・
〇
三
一
を
乗
じ
て
得
た
額

げ
る
施
設

そ
の
他
前
各
項
に
よ
り
難

前
各
項
に
準
じ
て
知
事
が
定
め
る
額



い
占
用

別
表
の
備
考
１
の
表
中
「
、
田
原
本
町
」
を
削
り
、
「
及
び
三
宅
町
」
を
「
、
三
宅
町
及
び
田
原

本
町
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

奈
良
県
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
七
三
〇
円
」
を
「
八
〇
〇
円
」
に
、
「
五
一
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
、
「
四

二
〇
円
」
を
「
四
八
〇
円
」
に
、
「
三
八
〇
円
」
を
「
四
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「

一
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
七
九
〇
円
」
を
「
八
七
〇
円
」
に
、
「
六
五
〇
円
」
を
「
七
三
〇
円
」
に
、

「

「
五
八
〇
円
」
を
「
六
七
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
〇
〇
円
」
に
、

八
八

「

「

〇
円

七
八
〇
円

を

九
九
〇
円

九
〇
〇
円

に
、

一
六
〇
円

一
一
〇
円

」

」

」

「
を

一
七
〇
円

一
二
〇
円

に
、
「
九
一
円
」
を
「
一
〇
〇
円
」
に
、
「
八
一
円
」
を
「
九

」

「

三
円
」
に
、
「

二
七
〇
円
」
を
「

三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
九
〇
円
」
を
「
二
一
〇
円
」
に
、

「

一
六
〇
円

一
四
〇
円

一
八
〇
円

一
六
〇
円

を

に
、
「
三
九
○
円
」
を
「
四
三



」

」

「

「

「

二
三
〇
円

二
〇
〇
円

二
六
〇
円

二
三
〇
円

七
八

○
円
」
に
、

を

に
、

」

」

「

〇
円

五
五
〇
円

八
六
〇
円

六
一
〇
円

を

に
、
「
四
五
〇
円
」
を
「
五
一
〇
円
」

」

」

に
、
「
四
一
〇
円
」
を
「
四
七
〇
円
」
に
、
「
一
三
〇
円
」
を
「
一
四
〇
円
」
に
、
「
七
六
円
」
を

「
八
五
円
」
に
、
「
六
八
円
」
を
「
七
八
円
」
に
、
「
一
、
二
七
〇
円
」
を
「
一
、
三
九
〇
円
」
に
、

「
九
〇
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
、
「
七
五
〇
円
」
を
「
八
四
〇
円
」
に
、
「
六
六
〇
円
」
を
「

七
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
二
〇
円
」
を
「
二
、

〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
二
〇
円
」
を
「
一
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
六
〇
円
」
を
「
一
、「

五
六
〇
円
」
に
、
「
三
五
〇
円
」
を
「
三
八
〇
円
」
に
、
「
二
五
〇
円
」
を
「
二
八
〇
円
」
に
、

「

二
〇
〇
円

一
八
〇
円

二
二
〇
円

二
一
〇
円

を

に
、
「
九
七
〇
円
」
を
「
一
、

」

」

〇
六
〇
円
」
に
、
「
六
八
〇
円
」
を
「
七
五
〇
円
」
に
、
「
五
七
〇
円
」
を
「
六
四
〇
円
」
に
、
「



五
〇
〇
円
」
を
「

五
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
１
の
表
中
「
、
田
原
本
町
」
を
削
り
、

「
及
び
三
宅
町
」
を
「
、
三
宅
町
及
び
田
原
本
町
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

使

用

料

種

別

単

位

第
二
級
地

第
三
級
地

第
五
級
地

一
本
に

第
一
種
電
柱

つ
き
一

八
〇
〇
円

五
七
〇
円

四
三
〇
円

年一
本
に

一
、

第
二
種
電
柱

つ
き
一

八
七
〇
円

六
七
〇
円

二
〇
〇
円

年一
本
に

一
、

一
、

第
三
種
電
柱

つ
き
一

九
〇
〇
円

七
〇
〇
円

二
〇
〇
円

年長
さ
一

メ
ー
ト

共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類

七
円

五
円

四
円

ル
に
つ

き
一
年

長
さ
一

メ
ー
ト

地
下
電
線
そ
の
他
地
下
に
設
け
る
線
類

四
円

三
円

二
円



ル
に
つ

き
一
年

外
径
が

〇
・
〇

長
さ
一

七
メ
ー

メ
ー
ト

三
〇
円

二
一
円

一
六
円

ト
ル
未

ル
に
つ

満
の
も

き
一
年

の外
径
が

〇
・
〇

七
メ
ー

長
さ
一

ト
ル
以

メ
ー
ト

上
〇
・

四
三
円

三
〇
円

二
三
円

ル
に
つ

一
メ
ー

き
一
年

ト
ル
未

満
の
も

の外
径
が

〇
・
一

メ
ー
ト

長
さ
一

ル
以
上

メ
ー
ト

〇
・
一

六
四
円

四
五
円

三
五
円

ル
に
つ

五
メ
ー

き
一
年

ト
ル
未

満
の
も

の



外
径
が

〇
・
一

五
メ
ー

長
さ
一

ト
ル
以

メ
ー
ト

上
〇
・

八
六
円

六
一
円

四
七
円

ル
に
つ

二
メ
ー

き
一
年

ト
ル
未

満
の
も

の外
径
が

〇
・
二

メ
ー
ト

長
さ
一

ル
以
上

メ
ー
ト

地
下
工
作
物

一
三
〇
円

九
一
円

七
〇
円

〇
・
三

ル
に
つ

メ
ー
ト

き
一
年

ル
未
満

の
も
の

外
径
が

〇
・
三

メ
ー
ト

長
さ
一

ル
以
上

メ
ー
ト

一
七
〇
円

一
二
〇
円

九
三
円

〇
・
四

ル
に
つ

メ
ー
ト

き
一
年

ル
未
満

の
も
の

外
径
が

〇
・
四



メ
ー
ト

長
さ
一

ル
以
上

メ
ー
ト

三
〇
〇
円

二
一
〇
円

一
六
〇
円

〇
・
七

ル
に
つ

メ
ー
ト

き
一
年

ル
未
満

の
も
の

外
径
が

〇
・
七

メ
ー
ト

長
さ
一

ル
以
上

メ
ー
ト

四
三
〇
円

三
〇
〇
円

二
三
〇
円

一
メ
ー

ル
に
つ

ト
ル
未

き
一
年

満
の
も

の外
径
が

長
さ
一

一
メ
ー

メ
ー
ト

ト
ル
以

八
六
〇
円

六
一
〇
円

四
七
〇
円

ル
に
つ

上
の
も

き
一
年

の

一
本
に

一
、

標
識

つ
き
一

八
一
〇
円

六
二
〇
円

一
〇
〇
円

年一
個
に

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及

一
、

一
、

つ
き
一

七
八
〇
円

び
公
衆
電
話
所

四
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

年



一
個
に

郵
便
差
出
箱
及
び
信
書
便
差
出
箱

つ
き
一

六
〇
〇
円

四
二
〇
円

三
三
〇
円

年

そ
の
他
前
各
項
に
よ
り
難
い
占
用

前
各
項
に
準
じ
て
知
事
が
定
め
る
額

別
表
第
二
の
表
の
注
４
を
同
表
の
注
５
と
し
、
同
表
の
注
１
か
ら
同
表
の
注
３
ま
で
を
同
表
の
注

２
か
ら
同
表
の
注
４
ま
で
と
し
、
同
表
の
注
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
二
級
地
、
第
三
級
地
及
び
第
五
級
地
に
該
当
す
る
区
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。第

二
級
地

奈
良
市
、
大
和
高
田
市
、
大
和
郡
山
市
、
橿
原
市
、
生
駒
市
、
香
芝

市
、
三
郷
町
、
斑
鳩
町
、
上
牧
町
、
王
寺
町
、
広
陵
町
及
び
河
合
町

の
区
域

第
三
級
地

天
理
市
、
桜
井
市
、

城
市
、
平
群
町
、
安
堵
町
、
川
西
町
、
三
宅

町
及
び
田
原
本
町
の
区
域

第
五
級
地

宇
陀
市
、
山
添
村
、
曽
爾
村
、
御
杖
村
、
吉
野
町
、
下
市
町
、
黒
滝

村
、
天
川
村
、
野
迫
川
村
、
十
津
川
村
、
下
北
山
村
、
上
北
山
村
、

川
上
村
及
び
東
吉
野
村
の
区
域

（
奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条

奈
良
県
警
察
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
表
中
十
五
の
項
を
十
七
の
項
と
し
、
九
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
十
一
の
項
か
ら
十

六
の
項
ま
で
と
し
、
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

特
定
自
動
運
行

法
第
七
十
五
条
の
十
二
第

七
万
九
千
二
百
円

許
可
申
請

許
可
手
数
料

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特

の
と
き
。



定
自
動
運
行
の
許
可
の
申

請
に
対
す
る
審
査

十

特
定
自
動
運
行

法
第
七
十
五
条
の
十
六
第

七
万
八
千
五
百
円

許
可
申
請

計
画
変
更
許
可

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特

の
と
き
。

手
数
料

定
自
動
運
行
計
画
の
変
更

の
許
可
の
申
請
に
対
す
る

審
査

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例

別
表
第
一
の
百
四
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
の
百
六
及
び
百
七
の
項
及
び
百
八
の
項
の
改
正
規
定
、

同
表
の
三
百
九
十
九
の
二
の
二
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
の
三
百
九
十
九
の
四
の
項
の
改
正
規
定
、

同
表
の
三
百
九
十
九
の
五
の
二
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
の
三
百
九
十
九
の
六
の
項
の
改
正
規
定
、

同
表
の
三
百
九
十
九
の
八
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
の
三
百
九
十
九
の
十
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に

次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
一
般
旅
券
の
査
証
欄
の
増
補
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
百
六
か
ら
百
八
ま
で
の
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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